
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《「36 協定届」の様式が昨年 4 月に変更されていますので、ご注意ください。》 

36 協定（時間外労働・休日労働に関する協定届）の様式が昨年 4 月に変更され、押印・署名が不要と

なったとともに、次のチェックボックスが新たに設けられています。 

① 時間外労働・休日労働の上限を超えないこと 

② 労働者代表が労働者の過半数を代表すること 

③ 労働者代表の選出手続が適正であること 

これらの欄にチェックがない場合、形式上の要件不備となりますので、ご注意ください。 

なお、36 協定届が労使協定書を兼ねる場合には使用者、労働者代表ともに署名又は記名・押印が必要

ですので、ご留意ください。 

 

監督署からのお知らせ（2022 年１月） 

〈 通勤を含めた交通労働災害、冬季転倒災害の防止活動をお願いします！ 〉 

石巻労働基準監督署 

令和 4 年 1 月 18 日  

《 令和３年 12 月末現在の労働災害発生状況 》 

令和３年 12 月末現在、休業４日以上の労働災害は 439 件と、前年同月と比べて 32.2％（＋107 件）

の増加となっています。新規発生件数は２か月連続して減少していますが、引き続き、基本的対策の徹底

による労働災害防止をお願いします。年間の労働安全衛生防止活動を 

１月からとしている企業も多いかと思いますが、その場合には前年の 

良かった点、改善・解消すべき点を振り返ることで、その活動計画を 

見直し、より実効ある取組を進めていただくようお願いします。 

また、新型コロナウイルス感染症は、オミクロン株への感染が拡大 

し、予断を許さない状況です。これまでと同様、不織布マスク着用、 

３密回避、消毒励行などの基本的対策の徹底をお願いします。 

すべての基盤は安全と健康です。令和４年の好スタートを図り、 

誰もが良い年と思えるよう、ともに頑張ってまいりましょう！ 

< 石巻署管内の労働災害発生状況（令和３年 12 月末時点）> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死傷 うち死亡 死傷 うち死亡 死傷 死亡 死傷 うち死亡 死傷 死亡 死亡

全業種 364 5 362 3 -2 -2 439 2 332 2 107 32 .2% 0

製造業 110 0 100 2 -10 2 121 1 93 2 28 30 .1% -1

うち食料品製造業 63 0 52 2 -11 2 78 1 46 2 32 69 .6% -1

うち水産食料品 49 0 46 2 -3 2 67 1 40 2 27 67 .5% -1

建設業 88 3 76 0 -12 -3 76 0 73 0 3 4 .1% 0

土木工事業 31 2 38 0 7 -2 36 0 36 0 0 0 .0% 0

建築工事業 42 1 30 0 -12 -1 31 0 29 0 2 6 .9% 0

その他の建設業 15 0 8 0 -7 0 9 0 8 0 1 12 .5% 0

陸上貨物運送事業 30 1 27 1 -3 0 27 1 26 0 1 3 .8% 1

商業 38 0 43 0 5 0 68 0 36 0 32 88 .9% 0

うち小売業 29 0 38 0 9 0 50 0 31 0 19 61 .3% 0

保健衛生業 32 0 38 0 6 0 48 0 32 0 16 50 .0% 0

うち社会福祉施設 31 0 34 0 3 0 24 0 28 0 -4 -14 .3% 0

上記以外の業種 66 1 78 0 12 -1 99 0 72 0 27 29 .7% 0

前年同月比

死傷

　　　　　項　目

　業　種

令和元年確定値 令和2年確定値 前年比 令和3年1～12月 令和2年1～12月

 

ひと、くらし、みらいのために 

Kurasi, 

Mirainotameno 

 

 宮城労働局の状況 

 
※石巻署分も掲載 

 

 

《 働く方の健康確保・増進のためのセミナーに参加されませんか？ 》 

 ２月９日（水）午後 2 時から、「石巻健康セミナー」が、石巻グランドホテルにて開催 

され、医学的、産業保健的な見地からの講演が行われます。ウェブによる遠隔地からの参 

加（視聴）も可能です。参加費は無料。積極的な参加により、働く方の健康管理の向上に 

にお役立てください。開催情報、参加申込書はこちらから。 

 

 

36協定届の様式変更 

 
石巻健康セミナー 

【経営や生活への支援情報】 

新型コロナウイルス感染症の

影響により経営や 

生活にお困りの方 

への支援情報は、 

こちらから。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発行：石巻労働基準監督署 〒986-0832 石巻市泉町 4-1-18（ハローワーク石巻と同じ合同庁舎の 2 階です。） 

● お問合せ先  労働条件など職場におけるトラブルは、0225-22-3366 

         労働災害防止・健康確保等安全衛生は、0225-85-3483 

         労災補償、労働保険の適用・保険料は、0225-85-3484 

● 気仙沼臨時窓口を設けており、こちらもご利用いただけます（9：00～16：00）。 

（気仙沼市古町 3-3-8 気仙沼駅前プラザ 2 階（ハローワーク気仙沼と同じ建物） 電話：0226-25-6921） 

 

宮城労働局石巻署ページ 宮城労働局メール

マガジン登録 

《 法令改正への対応は準備できていますか？ 》 

 今年の４月以降の労働条件に関係する法令改正について、今回と次回の２回にわたり紹介します。法令

に反することのないよう、十分に準備し対応していきましょう！ 

１ 石綿障害予防規則 

  一定規模以上の解体・改修工事では、事前に石綿の有無の調査を行い、その結果を監督署と自治体あ

てＷｅｂを利用した報告が義務化されます。（4/1〜） 

 ◇ 報告システムの説明会が 1/31、2/7 に 

開催されます。 

◇ 関係資料はこちらから。 

 

２ 特定化学物質障害予防規則（作業環境測定法施行規則も一部改正） 

  溶接ヒューム、塩基性酸化マンガンが発生する、または取り扱う作業について、特定化学物質作業主

任者の選任、溶接ヒュームの濃度測定（必要に応じて、換気風量の増加その他措置、再度の濃度測定を

含む。）、濃度測定結果に応じた有効な呼吸用保護具の使用が義務化されます。（4/1〜） 

 ◇ 作業主任者選任は、屋内外の金属アーク溶接等作業、塩基性酸化マンガン取扱作業のいずれも義務

化されます（作業主任者以外は、継続する屋内の金属アーク溶接作業の場合のみ）。 

◇ 他の法令により既に義務化されている措置や、令和３年４月１日時点で義務化 

されている措置もありますので、ご留意ください。 

◇ 関係資料などはこちらから。 

3 育児・介護休業法（お問合せなどは、宮城労働局雇用環境・均等室（☎022-299-8844）まで） 

 ① 研修、相談窓口設置など育児休業を取得しやすい環境整備、妊娠・出産の申 

出をした労働者への個別の周知と意向確認の義務化（4/1〜） 

 ② 有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件のうち、「引き続き雇用され 

た期間が 1 年以上であること」を撤廃（4/1〜） 

 ③ 現行制度に加えて、出生後８週間以内に４週間の育児休暇を取得可（2 回に 

分割可）【産後パパ育休の新設】（10/1〜） 

 ④ ③とは別に、育児休業を分割して２回まで取得可、１歳以降に延長する 

場合の育休開始日の柔軟化（10/1〜） 

 ⑤ 従業員数 1,000 人超の企業における育児休業取得状況の公表義務（R5/10/1〜） 

  ◇ 説明会が開催されます（1/20、1/25、1/27、2/4、2/8）. 

 
《 「令和 3 年度『新年ゼロ災トライアル 31』」を展開中です！ 》 

建設業の労働災害減少のため、工事に携わる皆様に、１/1 からの 

1 か月間、現場単位での「労働災害ゼロ」に取り組んでいただいて 

おります。取組中の現場名は宮城労働局ホームページ内の石巻監督 

署ページに掲載予定です。 

 
事前調査報告義務化 

報告システム説明会 

 
溶接ヒューム、塩基性酸化マンガン 

 

 

改正育児・介護休業法 

改正育児・介護休業法説明会 

 
 

 


